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ドイツ生命倫理学ア トラス

一人間の尊厳をコンパスに一

盛永審一郎

最新の生命医療倫理を知るための検索語は,着 床前診断(PID),胚性幹細胞研究,治 療上のクローニングの

三つである。これらをめぐって, ドイツでは,議 会において激しい議論が展開されている。2001年 のヨハネ

ス=ラ ウ大統領のベルリン演説 「すべてがよくなるのか,人 間の尺度で進めると」(1)以降,盛 んにBiopohtik

いう言葉が使用されている。各政党は選挙の際に,生 命政策を掲げている。まさに,ナ ポレオンの 「政治が

運命である」という言葉は,ヨ ナスの 「技術が運命である」を経て,「 生命政治が運命になつた」観を呈し

ている。

しかしそうはいつても,生 命政治の背後には,や はり生命倫理の諸原理とその論争が控えている。アメリ

カの生命倫理学の四つの原理は,自 律,正 義,慈 善 (配慮),無 危害である。それに対して,ヨ ーロッパの

文脈から取り出された四つの原理は,自 律 AutOnOmie,尊 厳 Wirde,不 可侵性 Integritat,傷つきやすさ

Verletzlichkeitであるという(0。ジ_プ は次のように言う。 「胚研究はヨーロッパで激しく議論され,法 的

に種々に規則づけられている。自由,穏 健,厳 格な規員Jがある。これらの規則の根底には種々の基準や議論

がある。その際とりわけ, 目的議論,身 分議論,ダ ム決壊議論,誤 用議論,タ ブー議論に区別される。それ

らは,人 間人格,潜 在性,人 間の尊厳という種々の議論を用いる。どんな概念の使用とどんな議論の組み合

わせが種々の法的な限界を哲学的に基礎づけるか示される」(3)。クヴァンテは次のように言 う。 「人間の尊

厳原理は, ドイツの生命医学倫理の論争の中心であり,多 元的倫理学において有用な原理であることが示さ

れる」 (0。 しかしこの尊厳概念は空虚で曖味であるという非難や,尊 厳原理がオールマイティとしてイン

フレーション的に用いられ過ぎているという指摘も多い。ヘッフェは言 う。 「人間は相応の価値を持つ,尊

厳と名づけられるこの固有の価値は不可侵であるという思想は哲学的倫理学において,す なわち法と国家の

倫理において高い位階をもつ。にもかかわらず,人間の尊厳原理の内実も方法論的位階もいつも曖味である。」

(5)ホェルスターは「議論上は何も意味しない空虚な形式」とする“)。ビルンバッハーは,「 ともかく人間の尊

厳という概念は,全 く特別な仕方で空虚な定式ではないのかという疑念に直面している。というのもまさに

……それに情熱がこめられればこめられるほどその概念内容は曖味になつているからである」(7)と述べる。

このように尊厳概念は曖味であるが故に,こ の概念は人間の重荷 Menschenbiirdeでもあるのである(8)。

(l-)Johannes Rau, Wird alles gut? -Fi.iry einen Fortschritt nach menschlichem MaB, in: S.Graumann(Hg.), Die

Genkontroverse, Herder, 200L, S.14'29.
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(2)Vgl.M.Z血 memann‐ Acklin, Der gute TOd‐ Zur Sterbehire in Europa, in:Aus Politik und Zeitgeschichte,

B23‐24/2004, S.46.

(3)Ludig Siep, Ktttenen und Argumenttypen im Streit um die Embryonenforschung in Europa, in Jahrbuch ir

Wissenschaft und Ethik,  de Gruyter, 2002,S.179‐ 196.

(OVgl.本文中の ④。 (5)Vgl.本 文中の⑦.

(6)Norbert Hoerster, Ethik des Embryonenschutzes.Ein rechtsphilo30phischer Essay,  Reclam, 2002.

(7)Dieter Birnbacher, Menschenwtilrde ‐ abwttgbar oder unabwagbar? in: Kettner(Hg.)Biomedizin und

Menschenwirde, Suhrkamp, 2004,S.249‐71.(忽那敬三訳,「 人間の尊厳一比較考量可能か,否 か」,応 用倫理

学研究第2号 ,応 用倫理学研究会,2005年 7月 ,88‐101)

(8)UIIid Neumann,Die Menschenwirde als Menschenbiirde,in:Kettner(Hg.)Blomedizin und Menschenwirde,

Suhrkamp,  2004,S.42‐62.

I)人 間の尊厳

たとえば,つ ぎのような懸念がある。 「原理がヨーロッパ文化,特 にユダヤーキリス ト教の部分に非常に

強く結びついているので,諸 文化間に妥当しない,従 つて今 日,グ ローバール化 した時代にあつて全世界に

広がる拘束的原則に役立たないとい う危惧にいたる」 (Hёffe, 本文中の⑦)。 しか し,人 間の尊厳概念は前

世紀以降,法 や政治の世界において,法 の義務 として新 しい機能を備えて,使 用 されている。 ドイツ憲法 (基

本法)や 重要な国際協定においてのみならず, 日本においてす ら,こ のところ法律や指針において,法 的に

も規範を定める働きを有 して使用されている。

たとえば, ドイツ基本法 1条 1項 には,「 人間の尊厳は不可侵である。それを尊重 し,保 護することはあ

らゆる国家権力の義務である」 と謳われている。人間の尊厳は不可侵である。 したがつて,た とえ連邦議会

の 3分 の 2の 多数をもつて憲法改正が求められても,こ の保護の保証を取 り除いたりすることは出来ないと

ぃ ぅ。(1)

ドイツだけではない。ギリシャ,ア イルラン ド,イ タリア,ポ ル トガル,ス イス,ス ウエーデン,ス ペイ

ン等の憲法においてもこの概念は重要な概念である。 (ただ し, 日本の憲法には 「個人の尊厳」はあるが,

この概念はない。)ま た,国 連憲章 (1945,「 人間の人格の価値 と尊厳」),人 権宣言 (1948,「 人間はす

べて自由であり,尊 厳 と権利を等 しく身につけて生まれている。」),ユ ネスコの 「ヒトゲノム宣言」 (1997)

等の協定においてもこの概念は謳われている。1997年 のヨーロッパ生物医学条約においてはその条約の題名

にまで盛 り込まれている。 Ubereinkonlmen zulll Schutz der Menschenrechte und Menschenwinlrde im

Hinbhck auf die Anwendung von Blologie und Medizin。 さ らに 1998年 のクローン禁上の追加議定書で

は,尊 厳の概念が具体的に葛藤のケースに適応 されている。 「遺伝的に同一の人間の生命体を自覚的に生み

出すことを通 じて人間の生命を道具化することは人間の尊厳に違反する」。またヘルシンキ宣言 2000年 エ

ディンバラ改訂においても,「 被験者の生命,健 康,プ ライヴァシー及び尊厳を守ることは,医 学研究に携

わる医師の責務である」 (B,10)と 謳われている。

以上のように尊厳 とい う概念は,現 在,法 や政治の世界においてグローバルに用いられている概念である。
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しかし尊厳という概念の定義はこれら文書のどこにも記載されていない。そのことから尊厳概念は,こ れら

の文書においては,記 述的概念ではなく規範的概念として使用されていることがわかる。尊厳とは,「 最上

の価値」,「 基本原理」を意味する。ブラウンは,カ ントに立ち戻つて,次 のように言 う。 「カン トはそれ

ゆえに<尊 厳>と <価 値>と を区別している。価値をもつことは,誰 力ヽ |こ対 ιで価値を″つことを意味する。

価値は相対的である。価値は設定され,他 の価値と衡量可能である。それに対して尊厳をもつことは,価 値

あるいは目的それ ′″であることを意味する。カントに従 うと,人 間は目的それ自体である。なぜなら人間

は理性と自由な意志とを備えているからだ」0)。またこの概念は規制的原理として使用される。このように

「尊厳の原理は自己決定を支える原理であると同時に自己決定を制限する基礎的原理」ということでもある。

クネップラー(Dは ,こ れらの条約や憲法において,人 間の尊厳が謳われた背景を考えることから,こ の概

念の意味を探つている。三千万人が犠牲となつたナチによる残忍な行為。一一つは,民 族がすべてであり,

個人は無であるということ,他 は,ア ーリア人が優秀であり,他 の種族は劣等だということ。従つて,対 照

として取り出される原理は,

1)原則上主体である(Subjektstenunυとぃぅ原理としての人間の尊厳の原理。すなわち,個人は民族ある

いはその他の日的 (最大多数の最大幸福)の ために犠牲にされてはならないということ。

2)す べての人間が原則上平等であるという原理としての人間の尊厳の原理。それに従うと,人 間は誰もが,

人種,皮 膚の色,宗 教,世 界観的信念,女 ,男 ,能 力のあるなしに関わりなく,誰 にも等しいものとし

て承認されなければならない。

このように,人 間の尊厳の尊重と保護は,原 則上各人を主体として扱 うこと,原 則上各人が等しいものと

して尊重され保護されるということを要求している。それは決して 「もの」のように対象として扱われては

ならないということ,対 象化,道 具化の禁止ということを意味する。そしてそこから,尊 厳の担い手に対す

る無制約的尊重を要求することと,こ の担い手の基礎的権利と義務が生まれてくる。しかし,「 人間の尊厳

の原理と個々の根本的権利は等しくない。人間の尊厳は挙げられた権利の単純な総計でもないし,権 利とと

もに暗示的に与えられた義務の総計ではなくて,む しろその根拠である。」(4)またシュペーマンはこのこと

を象徴的に 「10人 の人間のいのちの価値は,一 人のいのちの価値よりも大きい。10人 の人間の尊厳はただ

一人の人間の尊厳よりも大きいということを意味しない」(5)と言う。

しかし,そ もそもなぜ 「人間」に 「尊厳」が帰属するのか, という基礎づけの問題が残されている。これ

に対しては,歴 史的にはキリス ト教的一神学的基礎づけと,カ ント的一哲学的基礎付けの二つががある。こ

こでも取り出される意味論的内容は,人 間は主体であることと,原 則上平等であるという二つのことである。

しかしこれらの基礎づけが成功しているかというと,そ れは疑間である。論点先取という誤謬をおかしてい

るともいえる。それ故に,人 間が尊厳を持つということを基礎づける試みは成功しているわけではない。そ

こから人間の尊厳は 「形而上学的に空虚な観念 Banastvorstellung」という批判も出てくる。しかしわれわ

れが見てきたように,わ れわれは歴史の中からこの概念を取り出して規制的な基本原理として使用している

のである。 「この意味で人間の尊厳という原理は現代の価値多元的社会にあつて合意可能な原理であり得る

といつてよい。この合意は最小限の合意そして最も小さな共通の道徳的分母と理解してはならない。この合

意はむしろ道徳的に重要な分母といえる。」“)
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(1)Vgl.Michael Fuchs, The German debate on bioethics,Some characte五 stic features, inI International

Symposium on Life and Care Bioethics in Comparative Cultural Perspective,  Sizuoka U.,  September 24, 2005,

S.5.

(2)Kathrin Braun, die besten Griinde fiilr eine kategor■she Aulhssung der menschenwirde, in:M.Kettner(Hgb。),

Biomedizin und menschenwii:de, Suhrkamp, 2004' S.83.

(3) Nikolaus Knoepffier, Menschenwiirde in der Bioethjk,

(4) Ebd.

(5)Robert Spaemann(ミ ュンヘン大学名誉教授 (哲学)), Personen.Klett・Cotta, 1996,S.196.「人格は決して

合計しえない。人格は互いに関係のシステムを作つている。このシステムは人格にすべての他の人格への関係において一

度の場所を割 り当てる。」Spaemannに よると,人 格とは 「何か」に対するものではなくて,「 誰か」に対する答え。

Sind alle Menschen Personen , In: W.Schneider , H. A. Neumann E. Bysch Gg)

Menschenleben‐ Menschenwiirde,   LIT,  2003, S.45‐ 51;   Gezeugt,   nicht gemcht Die verbrauchende

EmbryonenfOrschung ist ein AIlschlag auf die menschenwirde, in:C.Geyer(Hg.), Biopolitik, Die Positionen,

Suhrkamp,  2001, S.41‐ 50.

(6)Knoepmer,  Ebd., S.183.

Ⅱ)尊 厳概念の批判―das Prinzip:In du宙o pro libertate

Hoerster(マ インツ大学名誉教授 。法哲学)の 空虚な形式

ホエルスターは,カ ン トに立脚 し,人 間の尊厳は,人 間を<道 具化すること>,あ るいは<事 物化するこ

と>の 禁止 として理解する。 しか し,ホ エルスターは,輸 血など、生を救 うために人間を道具化する例を挙

げて,「 今後は,人 間の尊厳を傷つけることは,人 間の道具化 と等 しいのではなくて,人 間を倫理的に不正

に道具化することと等 しい。 しかしそのことは以下のことを帰結する。人間の尊厳原理は,そ れだけを顧慮

すると,正 当な行為に対 していかなる基準も差 し出さなくて,そ の適用のために,正 当であるものについて

の規範的価値規範をすでに前提 としているとい うことである。……かくして<人 間の尊厳は傷つけられては

ならない>と い う要求は,い かなる内容的な基準も含まない全く規範的に空虚な形式になつているとい うこ

とがわかる。…… (なぜなら)人 間の尊厳概念は道徳的に正 しいもの,あ るいは要求 されるものの集合概念

になつている。そ して人間の尊厳を毀損することは道徳的に偽つたもの,あ るいは認容できないものの集合

概念になつている (からだ)。 」以上の議論にたつて,ホ エルスターは胚研究について以下のように結論す

る。 「上で例 として挙げられた議論,<胚 研究は許 されない,な ぜならそれは人間の尊厳を毀損するからだ

>は ,正 確につぎの議論 と同じことを意味 している。<胚 研究は許されない,な ぜならそれは許 されないか

らだ。 >し かしそのような議論は議論 とい う名前に値 しないし,完 全に無価値である。いかなる種類の基礎

づける機能 も知覚することはできない。ある行為をカン トの意味でその行為が持つ<道 具化する>特 徴の故

に人間の尊厳を傷つけることとして特徴づける人は,そ れによつてただこのような行為を道徳的に許 されな

いと見なしているといつているにすぎない。 しかし,そ れでもつて彼は否定的価値判断に対する何 らかの基

礎付けを与えてない。」

2004,S.27.
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Norbert HoersteF,  Ethik des Embりonenschutzes Ein rechtsph■osOphischer Essay,  Redam,  2002

Ⅲ)両 立可能テーゼ

人間の尊厳 と胚の毀損は両立 し得ないとい う両立不可能テーゼ と両立可能 とする両立可能テーゼが考えら

れる。最初に両立可能テーゼを紹介する。 これには,胚 の身分を問 う外延的戦略 と人間の尊厳の内包を問 う

内包的戦略の二つがある。クヴァンテは次のようにい う。 「外延的戦略 と内包的戦略に区別 される。外延的

戦略はある種の存在に人間の尊厳を否定する。 しかるに内包的戦略はある種の行為はこれ らの存在がもつ人

間の尊厳 と両立すると言 うことを教える」 (Quante, 本 文中の ④)

a)外延戦略一胚の身分を問題とする議論。胚は人間ではない。

①R.メルケル (ハンブルク大学教授 ・法哲学とIlj法):『 胚は権利を持つか』

この論文は 「他の人間の目的のために胚を消費してよいのか?胚 をそのために作成 してよいのか?人 はこ

の作成をクローニングという方法で進めてよいのか」という問いに,「 よい」と答えている。 「もし胚が生

への根本的権利や人間の尊厳を持った法的人格であるとするならば (事実はそうでないのだが),い かなる

目標といえども胚への消費的研究を正当化することはできないだろう。原理的根拠から初期の胚はそうでは

ないのだから,初期胚の消費を道徳的に高位なhochrangig目標と比較衡量することの結果は明らかと私には

思われる。このような目標への胚研究は許容されるということである。……しかし,道 徳的に hochrangig

な目標のために胚をその初期の段階において用いてよいなら,胚 はこの目的のために作成されてもよい。…・

…治療上のクローンの場合も倫理的問題はない。胚が消費的研究の日的のために作成されてよいならば,そ

のときこの作成の方法は道徳的に中立である。提供者の細胞から DNA移 送によってクローン化されている

このような胚からだけ,幹 細胞は獲得される。それは遠からず移植医療の問題を解決するであろう,そ して

今日、臓器のレシピエントがもつ重い苦悩を回避可能にするだろう。一これが道徳的にhochrangigな日標で

ある。……このような研究が道徳的に許され,研 究の日標が命ぜられているのならば,そ の時研究そのもの

は道徳的に命ぜられている。刑罰に値する禁止という胚保護法の禁止は, もはや理由がないだけではない。

それらは国家の社会的正義という義務、つまり病気,健 康という自然の不平等な配分を補正することに対す

る国家の援助義務を侵害する。このような禁止は憲法に矛盾する。立法者はそれらを廃棄すべきだ」。

すなわち,メ ルケルは胚は生への根本的権利や人間の尊厳を持つた法的人格ではないとする。なぜなら胚

は人格であるということを主張する,四 つの議論,種 の議論,連 続性議論,潜 在性議論,同 一性議論はどれ

も欠点を持つていて胚は人格であるということを証明していないからだ。その際に,メ ルケルはあの有名な

思考実験を提案している。それは胚から生命の保護や尊厳の保護という道徳的身分が取り去られる実験であ

る。それはこうだ。 「生命工学実験室で火災が発生した。燃えさかる火の向こうには,煙 を吸つて意識を失

った赤ん坊と,シ ャーレに入つた 10個の胚である。さてあなたはどちらかしか助けることができないとする

と, どちらを助けるであろうか。」

-77-



盛永審一郎/」LAS(vol.33,2005)73-90

Reinhard Merkel: Rechte fur Embryonen? Die menschenwurde l注 3t sich nlicht allein auf die biologische

Zugehiirichkeit zur Menschheit gtiinden, ini C.GeyerOg。), Biopolitik, Suhrkamp, 2001,S.51‐ 64.他の代表的

論 文 : E m b r y o n e n s c h u t z ,  G r u n d g e s e t z

Menschenwiirde,  Lit,  2003,  S.151‐ 164.

und Ethik, in: W.schweidler et al (Hg.) , Menschenleben

②D.ビルンバッハー (デュッセル ドルフ大学教授 ・実践哲学):「 人格概念は生命倫理学の諸問題の解決に

おいて頼 りになるか?」

ビルンバッハーは,人 間の尊厳ではなくて,人 格概念を取り上げる。 「人格概念はここ20年 生命倫理にと

って鍵概念となつている。たとえ意味論的に,あ るいは論証的な意味で語られているというように,非 常に

多義的であるとしても。」そして人格概念に依拠していて,両 極に対立した生命倫理学学派を二つの相反す

る学説,同等性議論と不等性議論に配分することができるという。同等性議論 Aquivalenz‐Doktrinとはこう

だ。 「生きている人間存在」と 『人格」という表現の間には内包的,あ るいは意味の同一性がある故に,す

べて生きた人間存在は人格であるとするもの。これは神学者やキリス ト教に影響された哲学者が主張する説

だし,カ ン トもまた,人 間のクラスと人格のクラスとは完全に等しいとする。それに対して,不 等性議論

Nichtaquivalenz‐Doktrinと は,生 きている人間の存在すべてが人格であるのではなくて,特 定の条件を満

たすものだけが人格だというものである。だからここでは 「生きている人間存在」と 「人格」は内包だけで

はなくて,ま た外延も相互に違つている。たとえば誕生以前の段階における人間は,た とえ後に人間になる

としても,ま だいかなる人格でもないことになる。だから人間であることの性質が人格であることの必要十

分条件ではない。むしろ特定の性質が決定的である。例えば,思 惟 しうること,未 来の意識,そ して行為と

理性の能力である。すでにこの定義は,ボ エチウスの 「人格は自然理性的個別的実体である」にみられる。

しかし彼はこれらの議論を紹介したあとで,次 のように言 う。 「私のテーゼは,両 方の学説が決定的な点

で欠点を持つということ,そ れ故に生命倫理学は人格概念を断念することがよいだろう」, と。欠点として

挙げられているのは,意 味論的不適切性 (人格概念をプロクルステスのベッドにしてしまうというもの),

循環性 (人格の概念にせよ,人 間の概念にせよ,一 般に,特 に哲学的,法 的言葉の使用において二重の機能

を持つている。記述的と規範的,な いし評価的内実であるというもの),不 十分な区別 (人格概念は一切か

無か式の概念で,い かなる段階も認めないというもの),規 範的不適合性である。

規範的不適合性とは以下のようである。生命権だけではなくて,初 期胚が持つ人間の尊厳も法体系による

と成人が持つ人間の尊厳と事実上同等ではないとして取り扱われる。人間の尊厳原理の中心的内実の一つは

ある存在の権利である。同意なしには,重 大な仕方で他人の目的のために道具化されてはならないという権

利である。生命権は誕生後も絶対的に妥当しなくて,狭 い条件の下では衡量可能であるのに対し,人 間の尊

厳概念から出てくる,権 利は絶対的で,他 の諸権利との比較衡量をのがれている。

同等性の議論は,生 まれた人間の強い生命権と,生 まれない人間の弱い生命権の間の相違をなくす。そし

てそれは生まれた人間が持つ,人 間の尊厳からでる衡量不可能な権利と生まれない人間が持つ人間の尊厳か

らでる衡量可能な権利との相違をなくす。この学説が自分のために記帳しうる単純性を多くすることが規範

的妥当性を少しにすることにより高い代償が支払われている。不等性の議論もまた規範的に適切であるとは

一-78-―



ドイツ生命倫理学アトラス ー人間の尊厳をコンパスに一

見なされない。不等性学説は規範的観点で欠点を示 している。これは第一に,人 格性の付加の基準が必要性

Bedttftigkeitではなくて能力 Fahigkeitにさかのぼるということに基礎づけられている。自由権 (何かをな

したり, しないことへ妨害されないことの権利)力 人`間に帰属するのは,人 間が自由への能力があるからで

はなくて, 自由への要求を持つからなのである。自己決定への能力の自律は,自 己決定権の意味での自律に

とつて必要十分条件ではない。能力に基づいて付与された人格の身分は,人 格の特殊な能力から結果として

生じる必要性を超えていく。従つて道徳権の付与は能力の所有に直接的に基礎づけられ得ると説くことによ

つて,そ れは生命倫理学の思惟を誤つた方向へ進めることになる。

かくしてビルンバッハーは次のように結論する。 「人格概念には明らかに荷が重すぎる。この概念はそれ

が解決するよりもより多くの問題を作り出す。その限り,道徳的権利や義務を問題とする生命倫理の議論を,

人格概念へと引き戻ることをやめて,生 きているものとの関わリヘ導くことがはるかにそのためにプラスで

ある。人格概念を断念することは喪失ではなくて,反 対に透明性,相 違,内 容的最もらしさを獲得する」。

さらに,彼 は 「幹細胞法における 『高位性』」という論文で, ドイツ動物保護法と比較しながら,研 究の

HOchrangigketの概念を関係性において明らかにする。科学内部の基準に従つた研究のHochrangigkeitは,

研究の認可可能性の必要条件ではあるが,十 分条件ではない。この研究が,ヒ ト胚の破壊的操作を伴 う共謀

の倫理的悪とそれとともにマイノリティーの感情を傷つけることと衡量して,倫 理的一社会的観点でも十分

にhochrangigであるかどうかが,問題である。もくろまれた研究の日標がこの観点で倫理的に十分重要であ

るかどうかが決定されなければならない,と 。明らかなことは,Hochrangigkeitの概念は倫理的な価値判断

に関係 し,純 粋に科学的な価値判断にだけ関係 しているのではないということである。さもなければ何故こ

の条件が医学的基礎研究だけ正当と認め,医 学外の基礎研究を正当と認めるべきでないのかを説明しえない

であろう。胚研究は予防,診 断,あ るいは治療上の進歩の意味で直接,あ るいは間接の治療上の利用を目標

にもつ研究に制限される。ここにおいても研究は高度な科学的方法的基準に一致しなければならないという

高度の要求に相応する条件は,も つぱら必要条件として理解されるが,十 分条件としては理解されていない。

Dieter Birnbacher,  Hi」 L der Personenbegrir bei Lё sung bioethischer Fragestellungen? in: W.Schweidler,

H.A.Neumann, E.Bryschmg。 ),  Menschenleben‐ Menschenwurde,  Lit,  S.31‐ 44.;  "Hochrangigkeit" im

Stanllnzellgesetz・Ein Kolnmentar aus ethischer Sicht,  ini」 ahrbuch ftitr Wissenschatt und Ethik,  de Gruyter,

2003, S.353‐359.な お ビル ンバ ッハーの代表的な著作 としては,Tun und Unterlassen, Reclam, 1995, S.1‐ 385

が挙げ られる。

③脳死体論 「脳死における臓器提供への類推において,廃 棄 される胚は,そ の生命史を終えた人間の存在 と

して,hochFangigな 治療上の研究 目的のために提供 されるとい うことが支持されるように見える。その結果

組織の使用により別の生命史がさらに生き続けることができる。脳死の場合 と同様に,こ のような廃棄され

る胚は単純に生命素材ではなくて,ふ さわしい崇敬 Pietatの念をもつて取 り扱われなければならない。」

Peter Dabrock und Lars Klinnert,  Wiirde fitr verwalste Embwonen?一―Ein Beitrag zur ethischen Debatte um
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embryonale Stalnnlzellen,  Zentrum ftir medizinische Ethi■IIeft130,  2001

b)内包的戦略

④M.ク ヴァンテ (ミュンスター大学講師 ・哲学):『 誰の尊厳 ?ど の診断』。

この論文でクヴアンテは人間の尊厳と着床前診断 (PID)の両立不可能論を取り上げ,そ れを批判するとと

もに,内 包的戦略において PIDと 胚が持つ人間の尊厳を両立させる。 「着床前診断の例で示されることは,

とりわけ人間の尊厳原理は内包的戦略の使用のもとで生命医学倫理に対する中心的基礎付けの源であり得

る。人間の尊厳原理を生命医学倫理の領域から追放する根拠はない。」

最初に人間の尊厳概念の中心的特徴を挙げている。第一にこの概念は有機体の下方の人間の生命に用いら

れない(1)。第二に,人 間の尊厳は譲渡できない,他 の倫理的価値,原 理,規 範に対して衡量されない,特 徴

的倫理的身分を示す。第二に人間の尊厳は内容的に指令をその担い手を決して完全に道具化してはならない

という指令を含んでいる。次に二つの前提を挙げている。人間の尊厳原理は第
一にわれわれの倫理的法的文

化にしつかりと根ざしている。第二に人間の尊厳原理は私たちの倫理的熟慮の全体系のしつかりとした中心

的構成要素である。第二に人間の尊厳原理は生への権利から区別される。そしてこの第二のテーゼを明確に

することから始める。クヴァンテは 「生への権利」には二つの意味があるという。
一つは 「厳密な生への権

利」,つ まり生への権利とともに生への義務が出てくる譲渡不能なもの。他は 「弱い意味での生への権利」,

つまり人間が自己の決定で生を終わらせることの可能性を認めるもの(0。さらにクヴァンテは 「人間の尊厳」

と 「生への権利」の二つは,第 一に意味の等しいものとして見なされてはならないとし,そ れに対して二つ

の根拠を挙げている。第一に 「生への権利」はいかなる譲渡不能な権利でもない。倫理的に許容される自殺

や,ま た自由意志での安楽死がその例である。第二に,他 方 「生への権利」は他の高位の財,例 えば自律の

ようなものと比較衡量される。ここから彼が取り出す結論は,人 間の尊厳がある実体に帰属するということ

はこの実体が生への権利を含むことを意味しない, ということである。ここには,一 応結びつきがあるよう

にみえるが, しかし論理必然的な結びつきはない。そこで,ク ヴァンテの第二の前提は以下のようになる。

「人間の尊厳というコンセプ トは第一に人間の生命の神聖さの教えと一致しない。第二に厳密な意味でない

生への権利と人間の尊厳の間には一応(3)結びつきがある。第二に殺すことがどれも人間の尊厳と両立不可能

とは限らない」。

次にクヴァンテは代表的な両立不可能議論を三つ取り上げる。1)人間存在を試しに生み出す方法は,人 間

の生の尊厳と一致しない。2)この方法では,人 間の生は,吟 味され,選 択されるために作成される。胚は道

具化される。3)PIDに おいて胚は胚が持つ病気や障害の可能性に基づいて除去される。障害者の人格を構成

する性質が誰かが生まれない方がよいということの根拠となる。それは明らかにこの性質を持つすべての人

間を辱めることである。 しかしこれらの両立不可能議論は必ずしも,殺 すことと人間の尊厳が両立不可能だ

とは主張していないとクヴァンテは言 う。確かにPIDに おいては選択に基づいて殺すことが企てられている。

しかしPIDそ のものに道具化を見ることは難しい。遺伝的欠陥がある場合に胚を廃棄することは道具化と名

付けられてはならない。殺すことは道具化ではないからである。道具化とは外的目的を必要とするからであ

る。従って問題は,「 殺すこと」ではなくて,「 選択」と言うことになる。
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3つ の論で核議論としてあるのは,PIDに よって企てられた選択が,人 間の尊厳と一致し得ないと言 うこ

とである。しかし誰の尊厳だろうか,と クヴァンテは間う。1)は胚の尊厳。2)は選択され,廃 棄された胚の

尊厳。うは遺伝的欠陥を持つて生きている人すべての尊厳。従ってPIDと 人間の尊厳の両立不可能論の核は

次のような命題になる。 「人間の尊厳は,病 気と健康へ方位する生命の質の評価に基づいて人間の生命の選

択を行 うことをツト除する。それに対する根拠は,こ のような生の質の評価が一般に,人 間の,あ るいは当該

の胚の,あ るいは障害を持った特定のグループの尊厳と一致し得ないと言 うことである。」

そこで生の質の評価の考察にクヴァンテは向かう。生の質の評価として,1)自然主義的基準,2)社会―客

観的基準,3)相 互主観的一理性的基準,の 主観的基準,が ある。最後の主観的墓準とは,相 互主観的に追検

証し得ない,い わば私的な体験性質のことを意味しないとクヴァンテは言 う。むしろ主観的基準は, 自律的

な諸人格が己自身の実存に対して価値評価しながら態度をとるということ,人 格が生の企てをし,行 為の目

標を形式化し,自 己の関心と価値表象を展開するということである。だからこの主観的地平は,私 的なもの

ではなく,相 互主観的過程で追検証可能のものだとクヴァンテは言 う。

「どのような意味で人間の尊厳と生の質の評価は相互に両立不可能であるかが問われる。われわれが両立

不可能テーゼの信奉者に想定することは彼が生の質の評価の自然主義的な,社 会客観的な基準だけを退けよ

うとしているのではないということである。この弱い解釈においては彼のテーゼは確かに正しい。しかしま

た生の質の評価が二つの他の基準に基づいても両立不可能であるだろうか?… … 議 論は,仮 定され,私 に

よつても承認された衡量不可能という人間の尊厳の特徴のうちにあり得る。生の質の評価によつて人間の尊

厳は自律や幸福に対して測定されないのか?こ の熟慮は誤つた推論に基づいていると思 う。なぜならここで

他のものと衡量されているのは人間の尊厳ではなくて,生 への権利が人格的自律と個別的幸福にたして衡量

されているからだ。人間の尊厳と厳密な生への権利が重なるということを受け入れることができないならば,

そのとき後者の衡量は人間の尊厳に対するいかなる衝突をも示さない。われわれは価値評価しながらわれわ

れ自身の実存に対して態度をとりうるということが人格性に対するわれわれの理解の本質的な構成要素であ

るとするなら,そ のとき生の質の査定のどれもが,人 間の尊厳と両立不可能であるというのではない。その

とき人間の尊厳と生の質の評価は両立不可能という無制限の両立不可能テーゼは偽りであらねばならない。」

「かくして私は成果に達する」と,ク ヴァンテは言 う。 「相互主観的―理性的基準で方向づけられた生の

質の査定は必ずしも人間の尊厳と両立不可能ではないという成果である。それ故にこの基礎に基づく基礎付

け可能な,適 切な評価の場合に,一 方に将来の幸福と苦悩,他 方に生への権利の間でのこれを土台として企

てられた衡量は,こ のような仕方で評価された人間の生の人間の尊厳と必ずしも両立不可能ではない」こと

になる。

ただし,ク ヴァンテはここでは,文 字通り生と死が問題であるので,慎 重にすることが重要だと指摘する。

そしてより厳密な基準を提示する。それは 「この障害ないし病気を持つて現実に生きている人が,彼 自身の

生をこの事実に基づいて生に値しないものと評価していない (あるいはそうしないだろう)と いうことを理

性的に後から遂行し得るならば,わ れわれは胚の廃棄のための根拠としていかなる障害やいかなる病気をも

受け入れるべきではない」ということである。 「特定の障害を持つた生は主観的に意味に満ちた生であり得

るかどうかという問いだけが問題ではない」, と彼は言う。 「人間の尊厳と生の質の評価の両立可能性が与
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えられているとき,ま た問題であるのは,潜 在的な両親,あ るいは社会が正当な要求を持つかどうか」なの

である。そして,以 下のように主張する。 「病気や障害の子供の両親に助けが与えられ,こ の子供が社会に

よって連帯的に世話される連帯的社会において,こ の比較衡量は倫理的観点で病気や障害の多くの場合に人

間の生に有利になるように生じるだろう。もしこの比較衡量が障害ある人々の生に不利になるように生じる

ならば,そ のとき障害ある人の人間の尊厳に衝突するのはPIDで はなくて,こ の社会の非連帯化した状態,

そしてひよつとして多くの健康な人間の人格的価値像や世界像なのである。次の結論が必然的に導出される。

現代社会が抱える問題を生命技術の投入により解き放すことができるという思想は危険な幻影である。むし

ろ逆にこの新しい技術的獲得物を倫理的に受け入れ可能な仕方で投入しうる前に,こ の社会の改善を必要と

する。」

Michael Quante ,   Wessen Wiirde? Welche Diagnose? Bemerkungen zur Vertraghchkeit von

Praimplantationsdiagnostik und Menschenwirde, In:L.Siep und M.QuanteGIrsg。), Der Umgang mit dem

beginnenden menschlidhen Leben, LIT,2003, S.133‐152またクヴァンテは以下の論文で,幹 細胞獲得という目的

での余剰胚を殺してもよいという立場を基礎づけている。Menschenwiirde und der ethische Status des beginnenden

menschlichen Lebens.In:Association lnternationale des Professeurs de Philo30phie, documentation F6vrier 2002,

S.48‐58.; Personales Leben und menschlicher Tod,  suhrkamp,  2002.(→ PL)

(1) 「下方の人間の生命」PL.68「有機体の下方の生命 (例えば個々の細胞)」 とある。細胞等と理解できる。

(2)参 照.PL。95■

(D こ こに注が付されている。 「"p五ma facie verbindunピ
'という私の言い回しは,ロスによつて導入されたつ五ma facie

dutieぎの言い回しに依拠 している。重要なことは,単 に一応の連関を示しているのではなくて,他 の重要な観点によ

つて衡量され うる妥当な連関を示している。」

クヴァンテの補説として 「人間の尊厳と人間の権利は同一の概念ではない」とする見解を挙げる。

④‐①MOシ ュテフアニアンス :人間の尊厳と人間の権利は同一ではない

ビルンバッハーらにとつては 「人間の尊厳を所有することは,ま さしく人間の権利を所有すること」だか

ら,人 間の尊厳概念と人間の権利概念は同一である。それに対して,シ ュテファニアンスは二つの概念は同

等 (aquivalent)であるが,同
一(identitaoではない, と主張する。 「核‐容器 (Kern…Schale)モデルは,

両方の概念が規範的‐実践的観点で原理上同じ価値を持つと言うことを確かに含んでいる。けれども両概念の

規範的同等性はそれらの同一性を含んでいない。それらは顕著な機能をもつた異なつた概念である。人間の

尊厳はそれ自体いかなる権利でもなくて,権 利についての承認を必要とする価値である。人間の権利は人間

の尊厳ではなくて,そ れを保護する容器である。けれどもこれらの概念の相違は二つの概念がまた外延的に

同等であるということを排除しない。核‐容器モデルによると,人 間の尊厳を所有することは,人 間の権利を

所有することを含んでいる。そして逆も真である。」

しかし,シ ュテフアニアンスはこの関係は,根 拠‐帰結関係であるという。 「人間の尊厳は人間の権利の根

拠,基 礎あるいは源である。われわれは人間の尊厳の担い手であるが故に,わ れわれは権利を持つ。人間の
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尊厳は人間の権利の原因である。……根拠‐帰結関係は,原因と結果関係と同様にアシンメトリーである。 「根

拠」はここでは 「十分根拠」あるいは (明確に存在論的に)事 物の自然秩序の 「存在根拠」の意味で理解さ

れている。」このことをシュテファニアンスは,さ らに根拠‐帰結関係が帰納的か,論 理的かという相違の手

助けで明らかにする。 「人間の尊厳を保証するために,人 間の権利が存在する限り,人 間の尊厳は帰納的な

意味で人間の権利の<存 在根拠>で ある。<Aは 人間の権利を持つ,な ぜならAは 人間の尊厳を持つから>

と言 う命題はこの機能的連関の確認として理解されなければならない。源,根 拠,基 礎であり,こ の関係は

アシンメトリーである。」したがって,核 ‐容器モデルは,人 間の尊厳概念を人間の権利概念に還元すること

になるが,そ れは誤解であろうとして,「 核‐容器モデルが明らかにするように,人 間の尊厳はにもかかわら

ず自然の出発点である。なぜならそれとともに初めて価値が設定されたからである。その価値を保護するた

めに人間の権利が必要である」としている。

Markus Stepanians:Gleiche Wiilrde, gleiche Rechte, in:Ralf Soecker(Hrsg。 ), Menschenwurde,

6bvethpt,  2003.

④‐②ゼールマン (バーゼル大学の刑法及び法哲学教授)

「われわれが尊重の義務を法の義務として明瞭に形式化することを試みるならば,わ れわれは不慣れな状況

の中へ陥る。人間の尊厳の尊重への義務は,そ のとき,他 人を,権 利や義務を所有しうる誰かとして取り扱

うことの義務を意味する。人間の尊厳の尊重への要求は普通でない二重の機能をもつ。要求がすべての主観

的な権利の根源,前 提であると同時に自ら主観的な権利であると言 うように。」そして,「 人間の尊厳の尊

重の義務は個々の権利の尊重への義務と同一ではない。尊重の義務と個々の権利に関しての義務の間には前

提の関係があり,同 意の関係はない。」とし,「 人間の尊厳の保持金の権利は個々の権利と同一ではないの

で,こ れはまた生への権利と同一ではない。同時に人間の尊厳の尊重への義務に違反しない殺すことのケー

スがある。」 例 としてしばしば正当防衛の場合が挙げられる。 「したがつて,最 も重要な個人の権利であ

る,生 への権利は,人 間の尊厳の保持への権利に必ずしも含まれていない。」と結論する。

Kurt Seelmann,  Haben Embryonen Menschenwurde? れ erlegungen aus juristischer Sicht,

in:M.Kettner(Hgb.), Biomedizin und menschenwirde, Suhrkamp, 63・80, 2004.

⑤L.ホンネフェルダー (ボン大学科学倫理研究所長):「 人間の胚の道徳的身分への問い」

「生殖医学,着 床前診断,幹 細胞研究をめぐる現在の議論においてヒ ト胚の道徳的身分への問いは重要な

地位を占めている。問いそのものは新 しくない。」 しか し体外授精の技術 とともに胚が母体外におかれ,そ

れまで無知のスペク トルが開かれた。すなわち,研 究 と治療におけるhochrangigな 目標がある場合,試 験管

中の胚をいかに取 り扱 うことができるのか。その道徳的身分は子宮の中にある胚の身分に比較 され うるのか,

いかにこの身分はそもそも規定されるのか。

人間とい う種のもとに生 じ,生 まれた人間へ と発生することができるまだ生まれていない生物にも生まれ
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た人間の身分が認められることは明らかである。 しか し妊娠 とい う目的のために生まれなかつた,そ れ故に

着床に至 らなかつた,な い しは母の子 として生まれることを意図されなかつた,あ るいは母によりその受容

を拒絶 された胚は,妊 娠 と誕生を目指 した胚 とは別の身分を持っているのか ?そ うであるするなら,人 間の

尊厳の授与は胚の生産における目的設定ない し,そ の受容の行為に依存 させ られるとい うことになる。 しか

しまさにこのことは人権思想の核,す なわち人間の生命はどれもいわばその尊厳の外的意図から独立に承認

されるとい う核に矛盾 していることになる, とホンネフェルダーは主張する。 さらに,わ れわれが生まれた

人間から生まれていない人間へ道徳的身分を拡張 し,人 間の生命体の実在的潜在性 reale potentiahtatへ結

びつける場合,そ の時,核 移送によつて生まれた胚 も人間的生命体であることになる。そして着床後に人間

の尊厳を付与する人々も,そ れ以前の受精後の段階の胚 も保護なしにするのではないことを指摘する。

このように人権の思想に留まる場合は胚の道徳的身分に立ち止まることが必要不可決である。 しか しホン

ネフェルダーも人間の尊厳の保護 と生命の保護の間の連関を指摘する。そこには 3つ の連関がある。試験管

の胚に保護だけが与えられ,人 間の尊厳が与えられない場合。 この場合は,他 の仕方では到達 しえない

hochrangigな 目標に面 して,こ の尊厳の保護の衡量の可能性が開かれる。しか し胚に無制限の保護が与えら

れる場合には答えは二つある。
一つは,生 命が生命 と衝突する例外的場合において生命の保護の制限が命ぜ

られる,と い うものである。もう一つは無制限の尊厳の保護が生命の保護に うまく展開 しえない場合である。

ホンネフェルダーは言 う。 「妊娠を招来するために生み出された胚が除去不可能な根拠から妊娠へ導かれ得

ないとき,そ れ故に尊厳の保護がただなお死なせることの形式においてだけしか実現され得ない場合におい

て,生 命の保護に奉仕する高位の目標に面 して生命の保護の衡量が可能である。たとえばこの局限された状

況において,た とえこれが死にゆだね られた胚の破壊に導くとしても,胚 から幹細胞をたとえば取 り出すこ

とは,命 ぜ られた尊厳の保護に違反を示 さない。……。ここで疑いなしに留まっている重要な問いの解明は,

もはや胚の道徳的身分へ立ち戻ることの助けだけでは帰結 し得ない。なぜなならそれは,尊 厳の保護から帰

結する保護の要求をどの程度広げなければならないか,そ のさい葛藤する状況がどの程度考慮 され うるのか

とい う問いに従事 しなければならないからである。」

Ludger Honnefelder,  Die Frage nach deln moralischen Status des menschlichen Embryos,  in:0.Hё 3に,

L.honneferder,  」.Isensee, P.KirchhoC  Gentechnik und Menschenwiirde,  DuMont,  2002,S.79‐110, そのほか

の論文 :Bioethik und Menschenbild, in:Jahrbuch flir Wissenschatt und Ethik, de Gruyter, 2002,S.33‐52.;

E t h i s c h e  A s p e k t e  i n  d e r  g e g e n w a e r t i g e n  d e u t s c h e n  D i s k u s s i o n  u m  d i e  S t a m m z e t t r s c h u n g , J . T a u p i t z C r s∂,  D a s

Menschenrechtesueberelllkommen zur Biomedizin des Europarates,  Sp五nger, 2002,S.183‐194.;Blomedizinische

E t h i k  u n d  G l o b a l i s i e r u n g ,  A l b i n  E s e r ( H r s g。) B i o m e d i z i n  u n d  m e n s c h e n r e c h t e ,  K n e c h t , 1 9 9 9 , S . 3 8‐5 8 .など。

Ⅳ)両 立不可能議論一反論

⑥G.ダムシェン (ハレ大学研究者)と D.シェーンエ ッカー (ストーンヒル大学助教授);「 将来のΦ」

先に紹介 したメルケルの思考実験を提えて,メ ルクルの主観主義,す なわち主観性をもつ存在だけが傷つ

けられるとい う主観主義を批判するのが,ダ ムシェンとシェーンエッカーである。メルケルの立場は困窮に
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方向付けられている主観主義で,道 徳的権利 と義務は傷つけられないとい う生命体の関心から生 じるとい う

ものである。彼 らは最初この主観主義を直接に攻撃 している。すなわち,傷 つけられるとい う基準は保護領

域を納得のい くような仕方で制限することができないし, 自己自身に対する義務を無視 しているし, と りわ

け分析的概念分類の成果 として理解 されえないからである。 しか しこのように傷つけられるとい うことが決

定的な基準であるとい う仮説の下でも,胚 は将来のΦである故に胚も傷つけられるから,胚 から強い保護の

権利を奪 うことができないと彼 らは間接的に反論 している。 もちろん,彼 らは胚が可逆的に昏睡状態にある

人と同 じ仕方で存在論的に潜在的にΦであるとい うのではない。 「潜在性の両方の形式には相違がある。可

逆的な昏睡状態にある人は,特 定のΦ性質を素質的能力のある可能性 としての能力 Fahigkeitを 持つている。

発生能力のある胚は,特 定のΦ性質を実現 しうるこの現実的な能力を持つてはいない。」 しかし彼 らは次の

ように言 う。 「胚は後にこの能力を展開しうる現実的な能力 Vermё genを 劣 らず持つている。われわれが可

逆的な昏睡状態にある人のFtthigkeitを尊厳をもたらすものとして尊重するならば,そのとき胚のVermё gen

も同じように尊重 しない とい うのは首尾一貫 していないであろ う。胚の素質はなるほどいかなる現実的な

Ftthigkeitではない。しかしそれは現実的なVermё genで ある。何故現実的なFtthigkeitと現実的なVermё gen

の間の相違が生 と死の間の相違になるのか。」すなわち胚は,植 物や美術工芸品とは異なり,近 い将来の う

ちにそのような Fangkeit形 成 しうる現実的なVermё genを 持っているとい うのである。 しかしメルケルの

思考実験は,Fahigkeitと しての素質が Vermё genと しての素質に道徳的に優位するとい うことを証明 して

はいないとい うのである。つま リメルケルは 「倫理的議論における道徳的直観 と倫理的議論における直観の

役割の概念の解明について十分に努力 しなかつた」と批判 している。

・NIP議 論 と安全主義

ダムシェンとシェーンエ ッカーは胚は人間の尊厳Mを 持つ とい うことを,間 接的議論 とメタ議論で論証す

る。間接的戦略が,数 的同一性の概念 とP議 論の核である潜在性 とを結びつけた NIP議 論である。

1)潜在的なΦ性質の担い手である生き生きとした人間の身体は誰もが,尊 厳立を持っている。

∀×(KmX→ WM× )

2)成長能力のある人間の胚は生き生きとした人間の身体であ り,そ れは潜在的なΦ性質の担い手

である。.∀ ×(Em× →Km× )

従つて,3)成 長能力のある人間の胚は誰もが尊厳Mを 持っている。∀X(Em× →WM× )

ここで採 られている戦略は間接的戦略である。この戦略により,P議 論は大前提の持つ困難を克服する。

すなわち,胚 に尊厳Mを 否認する人も,胚 に尊厳Mを 認める人も同意する共通の前提 「可逆的昏睡状態にある

人 (新生児,眠 るもの)は 殺 してはならない」から出発する。この前提に対 してはこれまでいかなる成功 し

た,あ るいは一般に承認 された基礎づけも知 られていない。 しかし同様にこれまで前提が反駁 されることも

なかつた。だから,こ の共にされた前提がいかに基礎づけられるかは問題ではない。 この間接的戦略にとつ

て決定的であるのは,通 常の倫理的基準の下ですべての人がこの前提を共有するとい う事実である。だから,

間接的戦略は非常に強い議論である, と彼 らは言 う。

推論の形式的妥当性は容易に見て取ることができる。誰もが認める事実は,可 逆的な昏睡状態の人や新生

児は保護 されるとい うことである。なぜなら,彼 らは未来に現実的人格の特徴を意のままにしうる潜在性を
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持つからである。すなわち,原 則 1)現実にΦであることが尊厳Mに対して十分である。原則 2)可逆的昏睡状

態にある人 (新生児,眠 るもの)は ,そ れが現実にΦであることなしに,尊 厳Mを もつ。原則 3)可逆的昏睡

状態にある人 (新生児,眠 るもの)は 潜在的にΦである。この原則により大前提が真となる。 しかし,P議

論だけでは明らかに十分ではない。われわれはどれが潜在的にΦの担い手であるか識別できない。しかし成

人,可 逆的昏睡状態にある人,新 生児のような生きた人間の身体が潜在的にΦの性質を持つということを洞

察した。従つて基準は生きた人間の身体を持つかどうかということになる。続けて,「 道徳的観点で等しい

潜在性を成長する能力がある胚も持つ」という第二の前提も数的同一性の概念の助けを借りて成り立つ。な

ぜなら,数 的同一性の思想は,人 間は誰もがその胚の現存在から成長した年齢に至るまで身体的統一を作る

ということだからである。従つて結論,「 成長能力のあるヒト胚はどれも尊厳Mを もつ」が導出される。数

的同一性は潜在性の識別議論として役立つ。

・メタ議論―安全主義 TutiOrismus

二つの例が挙げられている。一つは猟師の例である。第二の例は,よ り人間の胚の道徳的身分をめぐる間

題に非常に近い例である。古代の奴隷制度や植民地時代においては,今 日誰もが人間であると捉え,そ れが

持つ尊厳の身分を少しも疑わない存在者が奴隷とされたり搾取されたりしていた例である。二つの例におい

てわれわれは倫理的包摂問題と関わつている。狩人は,彼 が人間を撃つてはならないということを,神 の被

造物である人間の種を殺 してはならないということを,知 っている。しかし彼は下草のなかを動いているも

のが人間か,動 物かを知らない。スペインの植民地主義者は,人 間が奴隷にされてはならないし,殺 されて

はならないといことを知っている。しかし彼らはインディアンが人間であるかどうかを知らない。なぜなら

彼らは殺すことを禁じているのがどんなΦ性質であるのか知らないからである。従つて,こ の例は一層難し

い例であり,人 間の胚を使用してよいかどうかという問題に類似 した問題であるといえる。われわれは誰も

が新生児や可逆的昏睡状態にある人を殺 してはならないということを知っている。しかしなぜ殺してはなら

ないのかを,新 生児や可逆的昏睡状態にある人がどんなΦ性質を持つのかを,わ れわれは知らない。ここに

メタ議論である用心議論で補 う必要性がある。すなわち,こ の議論は次のように言う。 「ある存在が道徳的

命令の適用範囲の事例であるかどうか十分疑わしい状況においては,現 在の仮定とそれとおそらく結びつい

た肯定的結果と,も しその仮定をたてないときに人が被るであろう道徳的損害との釣 り合いが決して受け入

れられない場合なのかどうかということから出発しなければならない。」考えられなければならない要素は

以下の二つである。1)胚はいかなる尊厳Mを 持たないという仮定が必然的にもたらす道徳的損害の程度。2)

胚はいかなる尊厳Mを 持たないという仮定が必然的にもたらす (道徳的)利害の程度。3)胚が尊厳Mを もつ (も

たない)と いうことへの疑いの程度。そして結論はこうである。 「その時われわれは道徳的に注意深くし,

行動を差し控えなければならないであろう。結論はIn dubio pro embryone。」

Gregor Damschen und Dieter Sch6necker, Zukunttige Φ,Uber ein subjektivistisches Gedankenexperiment in der

Embryonendebatte,  in: 」ahrbuch ttr Wissenschatt und Ethik,  de Gruyter,  2003,  S.67‐94.; In dubio prO

e m b r y o n e . N e u e  A r g u m n t e  z u m  m o r a l i s c h e n  S t a t u s  m e n s c h h c h e r  E m b r y o n e n ,  i n : D E R S . m g . ) ,  D e r  m o r a l i s c h e
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Status menschlicher Embryonen, W de G, ZO0g, 5.187-268.

⑦O.ヘッフェ (チュービンゲン大学哲学教授):「 人間の原理としての人間の尊厳」

はじめに人間の尊厳概念の曖昧さについて論じている。 「人間の尊厳と名づけられるこの固有の価値は不

可侵であるという思想は哲学的倫理学において,す なわち法と国家の倫理において高い位階をもつ。にもか

かわらず,人 間の尊厳原理の内実も方法論的位階もいつも曖味である。われわれが議論の密度に注意するな

らば,原 理はまた哲学的倫理学の主要なテーマに全く属していない。自由,幸 福,徳 ,意 志の弱さ,あ るい

は快とこの原理は太刀打ちできない。原理がヨーロッパの文化,特 にユダヤーキリス ト教の部分に非常に強

く結びついているので,そ れは諸文化間に妥当しない,従 つて今日,グ ローバール化した時代にあって全世

界に広がる拘束的原則に役立たないという危惧にいたる。なぜなら,最 初に種々の宗教の信奉者,そ して第

二に非宗教的人間もいわば承認することができる原則だけが全世界に広がって拘束力があるからである。

それ故に哲学には幾つかの相互に密接に連関し合 う課題がたてられる。(1)人間の尊厳という内実は非常に

広げられているので,(2)原理は諸文化間に妥当するものとして証明され,(3)証明は世俗の,す なわち宗教的

世界観的有利な条件を断念 して生じる, しかしながら(の諸宗教の中心的仮定が傷つけられない,せ いぜい諸

宗教が原理において再び見いだしうる,(5)人間の尊厳という原理の方法的身分が明らかにされうる。」

引き続き,最 高の法的 ・道徳的原理としてのこの概念について以上の観点で論じ,今 日の問題状況を述ベ

ている。 「さしあたり生物学的基礎をよりよく学び知るために,長 い間には医学的,診 断と治療の可能性を

改善するために,若千の研究者が実験したがつている最初の段階,すなわちあの初期胚の具合はどうなのか?

われわれは研究者の全能の幻影を仮定してはならないし,神 を演じることの試みをさせてはならない。 (彼

らは神と違い無から決して創造することができなくて,常 にハンディを持つてだけ研究するので,彼 らはど

つちみちなしえない。)同 様に黙示録的結果としての破局の状況の中で耽溺してはならない。最後にわれわ

れはパンドラの壺の比喩,魔 法使の比喩,あ るいは堤防決壊の比喩を使い古してはならない。なぜならここ

には,一 度解き放たれると彼ら自身の法則に従 う自然の暴力があるからだ。むしろ意識的なそして自由意志

の行為が問題である。意識的に自由意志でス トップする,そ して立法者のハンディでとりわけ禁止されうる

行為が問題である。」

単に人工的に, しかし完全に発生した胚は人間か,そ れともモンスターかという問いに対し,初 期胚自身

によつて操縦された生命過程であることから,受 精とともに人間となるとし,そ れに基づいてヘッフェの基

本的立場が最後に述べられている。 「限界を踏み越えることに諸限界が設定されている,と いう補足的な洞

察に対しても同じことが妥当する。人間の生命の保護がそのような種類の限界に属し,こ のことはこれまで

まだ反論されていない。・……特に人間の生に奉仕するという医学研究の中心目標を思い起こすことができる。

医師や医学研究者は人間の生を保護するという普遍人間的義務の中に置かれているだけではなくて,む しろ

職業を構成する位階である。医師であることは人間の生のために活動することである。そして第二のヒポク

ラテスの根本命題が意味するように,p五mum nil nocereのなかに自己が選んだ課題の最小限がある。……

明らかにこれらの議論は立法者の力から引き離されている。その上これらの議論は知的な道徳的,法 的論議

に屈しえない。すなわち,基 本的な生命の保護 (殺すことの禁止)を 援助の命令に優先すること,精 子,卵
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子の融合 と共に,厳 密な意味で人間の生命が始まるとい うこと,こ の二つの主要な議論のことである。立法

者が (Leistungs・)尊 厳を表明するのは,彼 がすべての人間の生命に対 して (Mitgift‐)尊 厳を承認するとき

である。」

Otfried Hё]b,  Menschenwiirde als ethisches Prinzip,  ■■:0.H6詭 ,  L.honneferder,  」.Isensee,  P.Kirchhol

Gentechnik und Menschenwiirde,  DuMont,  2002, S.111‐ 141.その他の論文 :Wessen Menschenwiirde? was

Reinhard merkel verchweigt und Robert Spaemann nicht sieht? in:C.Geyer⊂ g。),  Blopolitik,  Suhrkamp,

2001,  S.65‐73.

③U.アイバ ッハ (ボン大学組織神学教授)I「 人間の尊厳,生 の始ま りと胚研究」

アイバ ッハ もまた,一 方に健康に対する闘いそして他方に単に生物学的一人間的生命 と見なされた生命を

消費的に取 り扱 うこととその選択が,技 術によつて支配 される社会の行為の二つの相応する側面であると捉

え,「 生命の保護」対 「救済の倫理」の構図で捉える。新 しい治療法を開発するとい う高度の科学的 目的で

だけ,人 間の生を殺す ことを禁止するような基本的倫理的規範の無効が要請されるとき,誰 が決めるのかと

い う問いが残 されている。新 しい治療法の探求がこのような違反を許すほど重い病状であることを。そして

次のように言 う。 「治療上の行為だけが生への奉仕でない,第
一に尊厳の尊重,あ らゆる人間の生の保護の

尊重。始ま りから死に至るまでのあらゆる人間の生の尊厳を尊重すること,は ,す べての治療上のかつ看護

上の行為の不可欠の基礎づけである。」

■Ilrich  Eibach ,    Menschenwiirde ,    Lebensbettn  und  Embryonenforschung ,    F.S.Orduncu

/U.SchrothAV,Vossenkuh101g。),   StalnIIhzellenforschung und therapeutisches Klonen,   Vandenhoeck &

Ruprecht,  2002,  S.194‐199.

⑨J.ライター (マインツ大学カ トリック神学部教授):『 遺伝的社会』

結局,政 策上対立しているのは,「 救済の倫理」か,「 生の保護の倫理」かということになる。 ドイツで

1980年代から,遺伝子工学の問題取り組んできたJ・ライターは人間の尊厳といういささかインフレーショ

ン的に用いられている概念を空虚な概念ではなく,力 動的な疑念であるとし,次 のようにいう。 「政治的,

生命倫理的論争の中で,社 会は日下 2つ の党派に分かれている。一方には胚研究の問戸を開く研究の倫理,

なぜならそれは難病で苦しんでいる人々を癒すだろうという研究の倫理,も う一つは道徳的,宗 教的な根拠

から,胚 を使用する研究に反対し,人 間を苦悩させたままにする生の保護の倫理」。そして,救 済の倫理に

対しては次のようにいう。 「医学の日標は病気を癒し,苦 悩を和らげることを目指している。けれども,こ

の目標は何を犠牲にしても追求してよいというものではない。道は生を選択したり,無 化したりすることヘ

通じていてはならない。私たちは科学と技術でこの世にパラダイスを作り,生 命の困窮に打ち勝ち得るとい

う欺購的ビジョンから解放されなければならない」。20世紀の哲学者ヨナスも,「 慈善の要求に対して一度

抵抗しなければならない」(HoJonas, Technik, Medizin und Ethik, Insel, 1990, S.217)と述べてい
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ドイッ生命倫理学アトラス ー人間の尊厳をコンパスに一

る。また,H・ レンクも,責 任概念を 「行為結果の責任」,「 役割課題責任J,「 普遍道徳的な責任」に分

類 し,こ れ らの優先順位を論 じていますが,そ れによると,普 遍道徳的な責任,他 の生物の安全,幸 福に関

る責任を優先 しなければならないと,述 べている。まず とにかく道徳的権利を尊重 しなければならない,そ

れを損害の回避,防 止の先に考えなければならない。そ して,さ らに効用の考慮 とい うことの前にそれを考

えなければならない,こ のように優先規則 とい うものを組み立てている。

」.Rei t e r , D i e  g e n e t i s c h e  G e s e u s c h a乱, T o p o s ,  2 0 0 2 ,  S . 1‐130 ;他の論文としては,Men s c h e n w i i l r d e  a l s  M a 3 s t a b ,

in:Aus Politi■und Zeitgechichte,  DasParlament,  1.Juni 2004,  S_6‐13.

H.Lenk,  Einfiihrung in die angewandte Ethik,  kohlhanllner,  1997,  S.1111

⑩D.ミート (チュービングン大学教授 ・道徳神学):『 われわれは何をなし得るのか』

人間の尊厳モデルを以下のようにまとめている。

(D.Mieth,2002を もとに)

モデルA モデルB

人間の尊厳の概念 超越論的理解。理性と自由 (自律)に 基礎

を持つ。しかし,人 間存在であることを除

いて質為しに適用。基礎付けは適用の先例

とならない

経験的 ・パーソン論的 ・還元的理解,自 己意

識,自 己尊重,あ るいは個性の特徴のような

質を適用。基礎付けは適用の先例となる

人間的生命体への態度 人間的生命体の生命権

生命対生命という葛藤の場合比較衡量

遂行可能性における限界が容認される

・生命権に代えて,生 命の尊重という弱い形

。生命の尊重と他の権利財や根本的自由との

比較考量。生命の保護以外のものであつても

・遂行可能性が重要な基準である

生命の保護 ・はじめから実体上,持 続性と首尾一貫性

・おのおの個々の生命体に関して

漸次的

手続き的

個別化以前の人間の生命体としての初期胚

に関しては個別的ではなくて,全 体的に

人間の生命の個別的保

護の始まり

卵子と精子の融合とともに 14日,あ るいは母胎に胚が着床する時期

法的手段の厳 しさ 刑罰による 制限とすべての手続きの根本的監視

『人権と生物医学条約』

の 「適切な保護」(:∋

使用されてはならない。無化されてはなら

ない

「尊重」は制限された監視された手順に反映

している

キリス ト教―カントの伝統を持つ中央ヨ

ーロッパの国々

アングロサクソンの言語を用いる国々
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注 :第 18条 「1.法律により体外にある胚に対する実験研究が許される場合には,胚 の適切な保護を確保する。」 (EU

評議会。1997)

Dietmar Mieth,Was wollen wir kё nnёn?I・Ierder, 2002,  1‐532.

Ⅲ)そ の他の ドイツの主要な生命倫理学関連文献

Hans‐Martin Sass(ジョージタウン大学ケネデ ィー倫理研究所 SeniOr Research Scholar),Menschenwirde:

Transkulturelle oder kulturrelativ?   InI W.Schneider ,   H. A. Neumann ,   E. Bysch(Hg.):

Menschenleben‐ Menschenwurde,  LIT,  S.93‐ 111.

Adrian Holderegger et al.GIg.),Embryonenforschung, Freiburg Schweiz, 2003, S7・131.

Wilhelm Vossenkuhl, Der ethische Status von Embryonen, Fuat S.Oduncu et al ttg。)StammzeⅢ brschung und

therapeutisches Klonen,  2002,  VandenhOeck`L Ruprecht,  163‐ 169.

Jochen Taupitz,]Das Menschlichenrechts‐ tibereinkolnmen zur Biomedizin des Europarates,  Sp五 nger, 2002,

S.1‐830.)

Arbin Eser(Hg。),Biomedizin und menschenrechte, Knecht, 1999, 5‐192.

Ernst Benda,  W iitrde des Menschen一 二Wiirde des lebens,  Vortrag auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag

aII1 14.Juni 2001 in Fran凸ゴurt/M.

C.Geyer⊂ g。),  BIopolitik, Die Positionen,  Suhrkamp,  2001,  S_1‐ 297.

Roland Grat KlonenI Prtifstein ftir die ethischen Prlllzipien zum Schutz der Menschenwiirde, EOS, 2003,

S.1‐437.

(未完)
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